
1ＮＰＯや市民活動に関する相談を受け付けています。（毎週火・金・土 14:00～19:00 田原文化会館フリースペース）
2このページに掲載する市民活動情報を募集しています。
◉お問い合わせ： ☎22局1111（内線812）※開設時間のみ　 23局0180　 shiminkatsudo@city.tahara.aichi.jp

市民と市役所でつくるページ♥あなたのニュースも募集中！田原市民活動支援センター

市民活動を応援するページ
『新規団体活動補助金』を活用して

●しみんの広場

市民活動紹介

『東友クラブ 趣味の会』　代表・西山知津子さん

私たち『東友クラブ』は、外出の機会がなくなりがちな高齢者の、地域における「居場所」づくりができないかと、
蔵王東ヶ丘地区で平成 21年 8月から活動を始めました。団体の運営は初めての経験で、戸惑うことばかり

でした。資材などの調達も、自分たちの所有物を持ち寄ったり、多少の自己負担をしたりしながらスタートしました。
　そんなとき、『新規団体活動補助金制度』が新たに始まることをこのページで発見！これはチャンスだと思い
ましたが、書類作成などしたことがなく、私
たちの活動が補助金の対象となるかも分から
ないまま、市役所に行きました。そんな私た
ちに、制度の趣旨や申請書の書き方などを丁
寧に説明していただき、無事に交付決定をい
ただくことができました。その後も、市民活
動支援センターのスタッフさんや市の職員の
皆さんには、活動に関する相談にも乗ってい
ただくなど、今ではすっかり仲良しになりま
した。
　今回経験したことで、多少の自信がつきま
した。自立した活動ができるよう、来年度は
『市民協働まちづくり事業補助金』に挑戦し
ようかと考えています。

協働
ニュース

平成23年度
田原市市民協働まちづくり事業補助金 公開審査会

　平成２１年度からスタートした市民協働まちづくり事業補助金制度は、市民活動団体などが提案する
公益性の高い活動で、その活動の自立を促し、目的を達成するために交付されています。現在、平成
２３年度の提案事業の募集が、４月８日金まで行われています。
　応募された提案事業は、書類審査のほか、応募団体によるプレゼンテー
ション方式で行われる公開審査会において、公益性・必要性など８項目
の審査基準により審査されます。
　この審査会は公開で行われますので、皆さんぜひご聴講ください。

　　　　　　　４月２３日土　午後２時～

　　　　　　　田原福祉センター　大会議室（３階）

　　　　　　　※申込不要です。直接会場にお越しください。

日　時

場　所

●皮工芸に取り組む会の皆さん

│ 5 │　　　　　　　　　　平成23年 3月15日


